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各都道府県鳥獣行政担当部局長 殿

環境省自然環境局野生生物課

鳥獣保護業務室長

野鳥における高病原性鳥インフルエンザの監視の徹底について

今般、熊本県の農場の肉用鶏において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認

され、政府においては、本日、鳥インフルエンザ関係閣僚会議を開催しました。

野鳥に係る取組については、韓国における高病原性鳥インフルエンザウイルス検出を

踏まえ、監視体制の強化や異常が認められた場合の対応等について、万全を期されるよ

う先般お願いしたところですが、目下の情勢を踏まえ、その徹底につきよろしくお願いいた

します。なお、技術対応マニュアルにおける対応レベルは、引き続き「２」とします。

また、貴都道府県において、鳥インフルエンザに係る情勢の変化が見られた場合には、

夜間・休日を問わず、速やかに当方までお知らせくださるようお願いします。
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